
暮
ら
し
の
情
報

※
ま
だ
請
求
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
お

急
ぎ
く
だ
さ
い
。
請
求
期
間
内
に
特

別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
し
な

か
っ
た
場
合
は
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
他　

請
求
書
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
、請
求
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
既
に
特
別
給
付
金
を
支
給
さ
れ
た
方

は
、
再
度
の
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
先　

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業

特
別
基
金
事
業
部
特
別
給
付
金
認
定
担
当

　

☎
０
５
７
０
・
０
５
９
・
２
０
４

　

福
岡
県
で
は
、
農
林
漁
業
を
始
め
て

み
た
い
方
、
農
林
漁
業
事
業
体
へ
の
就

職
を
希
望
す
る
方
を
対
象
に
、
就
業
セ

ミ
ナ
ー
・
就
業
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日　

時　

１
月
７
日
㈯ 

９
時
30
分
～
受
付

　

開
演 

10
時
～
13
時

場　

所　

エ
ル
ガ
ー
ラ
ホ
ー
ル

　
（
福
岡
市
中
央
区
天
神
一
ー
四
ー
二
）

内　

容　

就
業
情
報
の
提
供
及
び
個
別

相
談
（
農
業
法
人
等
へ
の
就
職
面
接

会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

参
加
費　

無
料
（
申
込
み
不
要
）

問
合
先　

福
岡
県 

農
林
水
産
政
策
課

　

☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
４
９
５

　

最
近
、
不
法
投
棄
さ
れ
た
自
転
車
が

増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
盗
難

に
あ
っ
た
自
転
車
が
多
く
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
防
犯
登
録
さ
れ
た
自
転
車
は
、

持
ち
主
に
連
絡
し
て
、
引
き
取
っ
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
が
、
持
ち
主
が
分
か
ら

な
い
自
転
車
も
あ
り
ま
す
。
大
切
な
自

転
車
を
盗
難
か
ら
守
る
た
め
に
、
次
の

こ
と
に
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

◉
カ
ギ
は
２
つ
掛
け
ま
し
ょ
う

　

鎖
錠
、
ワ
イ
ヤ
ー
錠
、
鋼
鉄
製
の
補
助

錠
な
ど
を
活
用
す
る
の
が
有
効
で
す
。

◉
防
犯
登
録
を
し
ま
し
ょ
う

　

盗
難
に
あ
っ
た
自
転
車
を
探
す
た
め
に

は
、防
犯
登
録
の
番
号
が
不
可
欠
で
す
。

◉
盗
難
に
あ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
警
察
へ

届
け
ま
し
ょ
う

　

12
月
10
日
か
ら
16
日
ま
で
は
、「
北
朝

鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」
で
す
。

　

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題

に
関
す
る
国
民
の
認
識
を
深
め
る
と
と

も
に
、
国
際
社
会
と
連
携
し
つ
つ
北
朝

鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
の
実
態

を
解
明
し
、
そ
の
抑
止
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
平
成
18
年
６
月
に
、「
拉

致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人

権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関
す
る
法

律
」
が
施
行
さ
れ
、
国
及
び
地
方
公
共

団
体
の
責
務
等
が
定
め
ら
れ
る
と
と
も

に
、
毎
年
12
月
10
日
か
ら
16
日
ま
で
を

「
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」
と

す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

拉
致
問
題
は
、
我
が
国
の
喫
緊
の
国

民
的
課
題
で
あ
り
、
こ
の
解
決
を
始
め

と
す
る
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害

問
題
へ
の
対
処
が
、
国
際
社
会
を
挙
げ

て
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
さ
れ
る
中
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
と
認
識
を

深
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

総
務
省
統
計
局
と
福
岡
県
で
は
、
毎

月
、
労
働
力
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
我
が
国
の
失
業
率
や
雇

用
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
大
変
重
要

な
統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
対
象
に
選
定
さ
れ
た
皆
様
の
お

宅
に
調
査
員
が
伺
っ
た
際
に
は
、
調
査

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

調
査
票
に
記
入
い
た
だ
い
た
内
容
は
、

統
計
を
と
る
た
め
に
だ
け
使
わ
れ
ま
す
。

問
合
先　

福
岡
県 

調
査
統
計
課

　

☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
１
８
６

　

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に
対
す
る

特
別
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対
象
者　

旧
ソ
連
邦
又
は
モ
ン
ゴ
ル
国
の

地
域
に
お
け
る
戦
後
強
制
抑
留
者
で
、

平
成
22
年
6
月
16
日
に
日
本
国
籍
を
有

す
る
ご
存
命
の
方
で
す
。

※
特
別
措
置
法
施
行
日
（
平
成
22
年
6
月

16
日
）
以
降
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
相

続
人
は
請
求
で
き
ま
す
が
、
施
行
日
前

に
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご
遺
族
等
は
、

対
象
と
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

請
求
受
付
期
間　

平
成
24
年
3
月
31
日

労
働
力
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

戦
後
強
制
抑
留
者
の
皆
様
へ

自
転
車
の
盗
難
に
注
意
！

生
活
・
雇
用

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

ふ
く
お
か
農
林
漁
業
新
規
就
業
セ
ミ
ナ
ー
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